
 

１．開催日時・場所    

 （１）日時  令和７年 3 月 27 日（木） 13 時 00 分 

 （２）場所  人事委員会委員室 

 

２．出席者 

 （１）人事委員  委員長  芝原 貴文 

          委員   太田 めぐみ 

          委員   明石 葉子 

 （２）事務局   事務局長 中田 裕子 他 

 

３．議事の概要 

第 144 号議案 神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行規則及び神戸市会

計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の制定につい

て 

神戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行規則及び神戸市会計年度任用職

員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則の制定について、事務局よ

り説明を受け、審議した結果、規則の改正を決定した。 

 

第 145 号議案 神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の

制定について 

神戸市職員の給与等に関する条例の施行規則の一部を改正する規則の制定について、

事務局より説明を受け、審議した結果、規則の改正を決定した。 

 

第 146 号議案 職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則の制定について、事務局より説

明を受け、審議した結果、規則の改正を決定した。 

 

第 147 号議案 住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の制定について 

住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の制定について、事務局より説

明を受け、審議した結果、規則の改正を決定した。 

 

第 148 号議案 神戸市職員の単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

の制定について 

神戸市職員の単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の制定につい

て、事務局より説明を受け、審議した結果、規則の改正を決定した。 

 

第 149 号議案 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の制

定について 

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の制定について、

事務局より説明を受け、審議した結果、規則の改正を決定した。 

 

第 150 号議案 神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規

則の制定について 

神戸市職員の初任給、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて、事務局より説明を受け、審議した結果、規則の改正を決定した。 

 

 



第 151 号議案 管理職員等の範囲を定める規則等の一部を改正する規則の制定につい

て 

管理職員等の範囲を定める規則等の一部を改正する規則の制定について、事務局よ

り説明を受け、審議した結果、規則の改正を決定した。 

 

第 152 号議案 神戸市立学校の臨時的任用職員の給与支給基準に関する要綱等の一部

改正に係る承認について 

神戸市立学校の臨時的任用職員の給与支給基準に関する要綱等の一部改正に係る承

認について、事務局より説明を受け、審議した結果、改正を承認した。 

 

以上 


